
復興を支える仕組みの概要 資料３

（１）福島県 （２）福島県以外の被災県

１．東日本大震災復興特別区域法

２．福島復興再生特別措置法

３．復旧・復興事業の規模と財源

４．自治体支援

①規制・税制・金融の特例
②許認可手続き等のワンストップ化
③復興交付金

①人的支援
②震災復興特別交付税
③取崩し型復興基金

復興財源フレーム、東日本大震災復興特別会計、
自治体負担の軽減

・地域の創意工夫により、地域限定で思い切った措置
・被災自治体の負担を極力減らし、迅速な対応を可能
とするため、各種特例をワンストップで適用

・原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた
福島の復興・再生について、その置かれた特殊
な諸事情とこれまで原子力政策を推進してきた
ことに伴う国の社会的な責任を踏まえ推進。

①避難指示の対象となった区域のまちづくり

②県全域の産業の復興・再生


